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老人福祉施設での予防救急 

 

 

１ 感染症予防 
  老人福祉施設における感染制御の基本は ①病原体を持ち込ま

ない ②病原体を持ち出さない ③病原体を拡げない です。施設

へ入るときやケア前後の手指消毒、手洗いを基本に、感染性の高い

もの（血液・体液・排泄物等）を扱う時には、手袋を着用するとと

もに、マスク、エプロン、ガウンの着用をしてください。 

 

２ 転倒・転落の予防 
  高齢者が転倒しやすい場所は、①段差のある場所 ②床が片付

いていない場所 ③暗い場所 ④足元が濡れている場所 と言わ

れています。これらの要因のある場所には対策を行うとともに、こ

ぼれた飲み物などは速やかに拭き取るようにしてください。 

 

３ 誤嚥・窒息の予防 
  高齢者は、嚥下機能が低下している方や咳による喀出が困難な

方も多く、容易に誤嚥や窒息になるリスクがあります。食べ物は小

さく切って食べやすい大きさに切り、食事中は容態変化にすぐ対

応できる体制づくりが重要です。また、認知機能が低下している方

は薬の包装などを飲み込んでしまう可能性があるため、特に注意

しましょう。 

 

４ 服薬後の注意 

処方薬によっては、副作用で想定以上にふらついてしまい、転倒

や転落のおそれがあります。特に処方薬が変わったタイミングなど

は、いつも以上に注意するようにしてください。抗凝固薬や抗血小

板薬を服用している方は、日常の些細なけがが重症化することもあ

りますので、診察を受けるようにしてください。 
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救急要請時のポイント 
 

 

１ 急病人やけが人の発生 

 □ 緊急性の高い症状がある場合は、ただちに周囲の職員を呼

び、119 番通報をしましょう。 

※ 緊急性の高い症状とは⇒参考資料「突然のこんな症状の時 

にはすぐ 119 番!!」を参照 

 □ 119 番通報では、発生の住所、ご本人の年齢・性別、意識

状態など必要なことを通信指令員からお聞きします。 

  ※ ご自身の名札の裏に住所を記載しておくと役立ちます。 

 □ 必要に応じて、応急手当を行ってください。 

  ※ 心肺蘇生法、気道異物除去法、止血法などは通信指令員が

指導します。 

 

 

２ 各方面への連絡 
 □ キーパーソンに現在の状況と、医療機関に駆けつけてもらう

ように依頼してください。 

 □ 必要に応じて、かかりつけ医療機関にも連絡してください。 

  ※ あらかじめ搬送先の医療機関を手配している場合は、救急

隊に伝えてください。ただし、救急隊の観察の結果、専門

的な治療を要する場合は別の医療機関を選定し搬送するこ

とがあります。 

 

 

３ 救急隊の到着時 
 □ 救急隊の誘導をお願いします。 

 □ 玄関ドアの鍵を開けてください。 

 □ 救急要請に至った状況を救急隊にご説明ください。 
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４ 情報共有について 
 □ 救急隊にご本人の情報が分かる書面（救急連絡シート、看

護・介護記録など）をご提示ください。 

□ 可能な場合は、ご本人の状況が分かる方の付き添いをお願い

します。 

  ※ スタッフさんの同乗ができない場合は、事前に救急連絡シ

ートを作成していただくことで、スタッフさんから伺う情

報を救急隊や医療機関へ簡潔に伝えることができます。 

積極的にご活用ください！ 

 

 

※ 人生会議による意思表示の対応について 

□ 人生の最終段階（がん末期や老衰など、疾病等の末期状態に 

あり、適切な治療を受けても回復の見込みがない方）の方 

が、人生会議を通して「心肺蘇生を希望しない」ことを意思 

決定している場合は、あらかじめかかりつけ医などに急変時 

の対応について相談のうえ、全スタッフに共有しておいてく 

ださい。 

 

 □ 心肺蘇生を希望しない意思表示がある場合でも、救急要請が 

あれば原則救急隊は救命処置をして医療機関へ搬送する必要 

があります。 

ただし、枚方寝屋川消防組合では一定の条件を満たした時、 

活動要領に沿ってかかりつけ医からの指示があれば救命 

処置の中止と、かかりつけ医等への引き継ぎができる場合が 

あるため、意思表示があることが分かった段階で救急隊員に 

その旨を申し付けください。 

詳しい活動要領の内容は７～８ページをご覧ください。 



内容確認日： ① 年 月 日 ② 年 月 日 ③ 年 月 日

□

□

□

□ なし □ あり（下記に記載）

□

□ □ （ ） □

□ 透析のシャント □ 経管栄養 □ 胃ろう □ 中心静脈栄養 □ ストーマ

□ 在宅酸素（ ℓ） □ 人工呼吸器 □ 喀痰吸引 □ （ ）

□ 自立 □ 杖歩行 □ 補助歩行 □ 車いす □ 寝たきり

□ 自立 □ 見守り・声掛け □ 一部介助 □ 全介助

□ 良好 □ 簡単な会話は可能 □ 不可 □ 難聴あり　（ □ 右 □ 左）

□ なし □ あり

※電話番号は繋がりやすい番号を記入してください。

年 月 日

救急連絡シート【高齢者住宅・施設向け】
※記載内容に変更がなくても、定期的(年に1回程度）に内容を確認・更新してください。

※本シートは救急業務に係る業務目的以外使用しません。原則、救急隊は確認後に提出者へ返却します。

●作成者について

作成者
続
柄

記入日 令和

日
氏名

大正

昭和

□
この「救急連絡シート」は、ご本人またはご家族の同意を

得て作成しました。（職員が作成した場合に☑）

●ご本人について

ふりがな 性別

生年月日

明治

年

電話番号 - -

住所 電話番号 ー

月

主治医
ご本人と
ACP実施 □

ー

医療機関名

電話番号 ー

主治医
ご本人と
ACP実施 □

完治した
病気など

病名 医療機関名

病名

医療機関名

電話番号 ー ー

治療中の
病気など

病名 ー

）おくすり手帳参照

アレルギー なし あり 不明

使用中
の薬

□ なし □ あり （

その他
連絡事項

『人生会議（ACP）と心肺蘇生等を望まない意思について』（意思表示の書類）の作成

●緊急連絡先について
第１連絡先（キーパーソン） 第２連絡先

医療的な
ケア その他

ＡＤＬ

移 動 ：

排 泄 ：

意 思 疎 通 ：

氏名 氏名

ふりがな 続柄 ふりがな 続柄

住所 住所

電話番号 - -

該当者を記入できない理由：

電話番号 - -
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ご本人署名 記入日 年 月 日 ご家族代表者署名 記入日 年 月 日

　

年 月 日

かかりつけ医の医療機関名 上記連絡先の機関名（かかりつけ医以外の連絡先記載時）

人生会議（ACP）と
心肺蘇生等を望まない意思について

　人生会議とは、あなた自身の意思が尊重された、自分らしい豊かな人生を全うするために、人生の最終段階に至るまでの医療

やケアを、自分自身で前もって考え、信頼する家族・友人や医療・ケアチームと、繰り返し話し合い、記録を残し、共有する取組です。

　人生の最終段階で、「心臓や呼吸が止まった時には、心肺蘇生等は行なわずに最期を迎える」という意思決定をされた方は、

かかりつけ医等の医療・ケアチームと看取りの体制についても整えることが大切です。

ご本人の意思表示

　私は、家族やかかりつけ医と今後の治療方針について十分話し合いを行ったうえで、心臓や呼吸が止まった時には

救命処置は希望せず、看取りをしてもらいたい意思があるため、心肺蘇生等は実施しないでください。

（直筆） （直筆）

（代筆者） （続柄）

心臓と呼吸が止まった時の
心肺蘇生等の希望について □ 私は心肺蘇生等を希望します。

※下記の書面の作成は不要です。 □ 私は心肺蘇生等を希望しません。
※下記の書面を作成してください。

かかりつけ医署名 記入日 かかりつけ医連絡先（または訪問看護師等の連絡先）

（直筆）
ー ー

かかりつけ医からの指示

さまが、心肺停止となった場合、人生会議によって選択された「心肺蘇生等を受けない」

という意思決定を尊重し、心肺蘇生等は実施しないでください。

　 なお、この指示にあたっては標準的な医療水準等を考慮し、ご本人、ご家族及び医療・ケアチームの間で十分話し合い

を行ったうえで、意思決定についての合意が行われています。

心
肺
蘇
生
を
望
ま
な

い
方
の
心
臓
と
呼
吸

が
止
ま
る

ご
家
族
・職
員
等
が

発
見

か
か
り
つ
け
医
や

訪
問
看
護
師
に
連
絡

か
か
り
つ
け
医
が

死
亡
確
認

ご
自
宅
や

高
齢
者
施
設
等
で
の

看
取
り

ご本人の意思に

沿った最期

「自宅や施設での看取りを希望する」意思表示が行われている場合のイメージ

人生の最終段階にあり、人生会議を通して「心肺蘇生等を希望しない」意思決定

をしている方の心臓と呼吸が止まった時には１１９番通報はしないで、かかりつけ医や

訪問看護師等、事前に取り決めをしている連絡先に連絡しましょう。

また、万が一、救急車を要請してしまった場合に備え、あらかじめ意思表示の書面を準備
しておくことで、救急隊にその意思を伝えることができます。
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【 連　絡 】

【 持ち物 】

【 救急車の同乗者 】　※病院で今回の病状や普段のようすを説明できる方

●主訴（救急車を呼ぶ理由となった主な症状）

●発見した時の状況

時 分 頃から

●身体の状態

□ 会話可能 □ 言葉は発しないが意思疎通可能 □ 呼びかけや身体をゆすると反応する □ 反応しない

回/分 回/分 %

/ mmHg ℃

●その他※連絡シートにない傷病者の情報等あればご記入ください。

□ 家族等の緊急連絡先に連絡 （ ） さん

救急要請時のチェックリスト

――　確認もれ・お忘れ物は無いですか？　――

□ 救急車を呼んだことを施設の他の職員に周知

□ かかりつけ病院への連絡 ※２ （ ） 病院

□ かかりつけ医への連絡 ※１ （ ） 先生

□ 処方されている薬 □ その他（ ）

※１※２　救急要請時に連絡や搬送をするよう言われている場合

□ 医療保険証 □ 救急連絡シート

□ お薬手帳 □ 各種手帳（ペースメーカー手帳等）

□ その他 （ ）

※救急車が到着しましたら、案内をお願いします

□ 医師 □ 看護職員 □ 介護職員

　救急を要請した時の状況　　　　※時間等に余裕がある場合のみご記入ください。

発症時期

どこで □ 部屋 □ 廊下 □ 屋外 □ その他（ ）□ 風呂 □ 食堂 □ トイレ

呼吸 脈拍 SpO2

その他（ ）

発見した時
の状況

意識

入浴中 □ 就寝中 □ 不明 □
何をして
いる時

□ 運動中 □ 食事中 □

※心臓や呼吸が止まっている時は、救急隊到着まで心肺蘇生（胸骨圧迫・AED等）を行ってください。

※人生の最終段階にあり、人生会議を通して「心肺蘇生等を希望しない」という意思決定をしている方の心臓と呼吸が止まっ

　 た時には「１１９番通報はせず」、かかりつけ医や訪問看護師等、事前に決めておいた連絡先に連絡してください。

 　ただし、誤って119番通報をした場合は事前に作成した「心肺蘇生等を希望しない」旨が記載された書面をご提示ください。

血圧 体温

行った
処置等
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枚方寝屋川消防組合作成 

人生の最終段階にある方への救急隊の対応について 
１ 背景について 

 人生の最終段階にある方が、事前にご家族や医療・ケアチームと話し合う人生会議（ACP）を行い、心肺蘇生等を望ま

ず、ご自宅や高齢者施設等で看取りのケアを希望していたとしても、いざという時に、ご家族等があわてて 119 番通報

をされた場合、救急隊はご本人の意思に反していることを理解していても、救命処置を行いながら、医療機関へ搬送して

いました。 

 そこで令和 6年 7月からガイドラインを試行的に運用してきましたが、この度、令和 8年 4月から活動実績に基づき改

訂した活動要領を運用することにより、今まで以上に可能な限りご本人の意思を尊重する救急活動を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 活動要領対象者の要件 

① ご本人の心臓と呼吸が止まっていること 

⇒心臓と呼吸が止まっていない方は、この運用の対象外となります。 

② ご本人が人生の最終段階であること 

⇒この運用における「人生の最終段階」とは、がんの末期や老衰など、疾病等の末期状態にあり、適切な治療を受

けても回復の見込みがない方をいいます。 

③ 人生会議（ACP）を行い、ご本人の「心肺蘇生等を望まない」意思が確認できること 

⇒ご家族等だけの意思ではなく、人生会議（ACP）を通して「ご本人が心肺蘇生等を望まない」意思の提示が必要

です。原則、書面の提示をもって傷病者等の意思の提示とし、すぐに書面が見つからない場合等は口頭の情報

提供も対象とします。 

④ ご本人の意思決定に際し想定された症状と現在の症状が合致していること 

⇒交通事故、溺水や窒息など不慮の事故の場合は、この運用の対象外となります。 

⑤ ご本人が成年していること 

⇒ご本人が未成年（18歳未満）の場合は、この運用の対象外となります。 

 

 

 

ご本人の意思に 
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か
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心
肺
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生
等
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医
療
機
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搬
送
先
医
療
機
関

で
の
診
察
・治
療
・

死
亡
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認 

救
急
隊
到
着 

心
肺
蘇
生
等
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処
置 

ご
家
族
等
が
発
見 

 

心
肺
蘇
生
等
を
望
ま
な
い
方

の
心
臓
と
呼
吸
が
止
ま
る 

イメージ 

救急車を要請 

上記の要件を全て満たした場合、かかりつけ医の指示に従い心肺蘇生等を中止し、 

ご本人の意思に沿ったご自宅や高齢者施設等での看取りができるようになります。 

かかりつけ医や訪問看護師に連絡 

かかりつけ医 

に連絡 

活
動
要
領 
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枚方寝屋川消防組合作成 

３ 活動要領の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 活動要領の留意事項 

○かかりつけ医または訪問看護師に連絡がつかない場合や、ご家族等へ引継ぎができない場合、救急活動中に心肺

蘇生等や病院搬送を希望するご家族等がいた場合は、心肺蘇生等を継続し、医療機関へ搬送します。 

○かかりつけ医以外の指示や、伝聞による指示では、心肺蘇生等を中止することはできません。 

○この運用における「かかりつけ医」とは日頃からご本人の健康状態を把握し、人生会議（ＡＣＰ）等に関与する在宅

医や福祉施設に所属する医師に加え、電子カルテ等の連携により、ご本人の意思を確認できる医師も含みます。 

○この運用における「ご家族等」とは、人生会議（ACP）を通してご本人の意思を共有している親族、訪問看護師等

の医療ケアチーム等の職員、高齢者施設等の職員のことです。 

心臓と呼吸が止まっていれば、心肺蘇生等を行います 

ご家族等から、ご本人の「心肺蘇生等の実施を望まない」意思があることを提示され、 

かかりつけ医から中止の指示を受けるまでは、通常の救急活動を続けます。 

※お亡くなりになってから時間が経過していることが明らかな場合は、心肺蘇生等は実施

せず警察官を要請します。 

 

人生会議（ＡＣＰ）で心肺蘇生等を望んでいない場合、 

救急隊に意思の提示をしてください 

原則、書面の提示をもって傷病者等の意思の提示とします。すぐに書面が見つからない

場合等は口頭の情報提供も対象とします。  

かかりつけ医等に連絡し、ご本人の意思について確認します 

救急隊から担当するかかりつけ医もくは訪問看護師へご本人の「心肺蘇生等の実施を望

まない意思」について確認します。 

 

 

 かかりつけ医から、心肺蘇生等の中止の指示を受けます 

かかりつけ医に連絡が取れれば、状況を伝えるとともに次の項目について確認します。 

   ご本人が人生の最終段階にあること 

   ご本人の意思決定に際し想定された症状と現在の症状が合致していること 

 

 

ご本人をご家族等へ引き継ぎます 

○おおむね 12時間前後までにかかりつけ医が現場に到着できる場合 

⇒かかりつけ医の指示に従い、ご家族等への同意を得てご家族等へ引き継ぎます。 

○おおむね 12時間前後までにかかりつけ医が現場に到着できない場合 

⇒心肺蘇生等を継続して医療機関へ搬送します。 

 

 

８ 




